
批判哲学における教育の意義

批判哲学と称されるカントの哲学で批判の対象

とされたものは何よりも先ず心的能力である｡感

性とい うも,悟性というも,あるいはまた理性と

いうも,それはつまるところ心的能力のことであ

る｡このような心的能力を発揮する主体はいうま

でもなく人間であるが,もとよりカントにあって

は人間の概念は多義的である｡人間の概念には経

験的な個別的具体的人間の概念もあれは,また抽

象的な一般的人間の概念もある｡このことは,教

育について論ずる場合にすこぶる重大な意味をも

つo

教育の目的が何であるにせよ,現実の教育作用

の対象は具体的人間であり,またそうであらねば

ならない｡カントの 『人間学』や 『教育学』をみ

ても,このことは明白である｡ただ彼にあっては

具体的な個人の教育が考察される場合にも常にそ

の背後には塀 (Gattung)としての人間すなわち

人類が予想されていた｡個(Individuum)として

の人間すなわち個人はあくまでも人類の一員とし

ての個人であり,人類に与って存在し得るのであ

る｡しかしながら個は直接に類に関与し得ない｡

個と類を媒介するものが種(Art)であるように,

個人と人類を媒介するものは国家である.すなわ

ち個人は国家を介して人類に与 り,人類の目的は

国家を介して個人に伝達される｡われわれは,教

育の意義を考える場合にも,常にこのことを念頭

におかなければならない｡個人は国家において公

氏(Biirger)として現れる｡それ故にカントは国

家のことを公民的国家組織 (biirgerlicheVer-

fassung)ともい うのである｡また個人は人類に

与るが故に,世界公民 (Weltbiirger)ともなり

得るのである｡カントの教育学にあっては,個と

しての人間は究極的には世界公民を目ざすものと

澁 谷 久

されている｡またカントの倫理学では適法性と道

徳性の問題がしばしば論じられているが,これら

両概念の問題は,教育とい う見地からすれば,個

人と公民と世界公民の問題に置きかえられる｡

いうまでもなく教育の目的は人間の 自然 素 質

(Naturanlage)の完全なる展開にある｡だがし

かし,カントによれは,この目的は過去において

必ずしも十分に達成されなかった｡カントにとっ

てはあらゆるものが批判の対象であり,教育もひ

とりその例外ではなかった｡彼は当時の教育全般

に大いなる関心を抱いていた｡カントによれば,

教育は公的教育 (6ffentlicheErziehung)と私

的教育(Privaterziehung)に大別される｡私的

教育の典型は家庭教育であるが,彼自身は家庭教

育に必ずしも高い評価を与えていない｡カントに

よれば,家庭教育はしばしば家庭の欠点を現すの

みか,更にそれを蔓延させる(1)｡ 彼は,世の両親

がいかなる目的をもって,いかなる仕方で子ども

の教育を行 うかに大いに関心を寄せ,当時の世間

一般の両親がもつ教育方法をかなり厳しく批判す

る｡この批判の内容は今日の教育においてもなお

妥当性を有するように思われる｡カントは例えば

次のようにいう｡｢両親は一般に子どもを現在 の

世界に- たといそれが堕落していようとも-

ふさわしいようにしか教育しない｡だが両親は,

将来もっとよい状態がもたらされるように,子ど

もをよりよく教育すべきであろう(2)｡｣彼は更に次

のように述べる｡｢両親は家を憂え,君主は国 を

憂える｡ともに世界の福祉とか,人間性の向か う

べき,また人間性がその素質をもつところの完全

性とかを究極の目的にすることはない(3)｡｣家庭教

育のみでは生存目的を十分に達成するように人間

を仕向けることはできない｡家庭教育にあっても
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子どもを未来に向けて教育しなければならない｡

教育は常に未来を指向するものでなければならな

い｡ひとは現実に存在する世界に満足してはなら

ない｡現在の堕落した世界を克服し,よりよき状

態の世界を未来に実現することは,人撰普遍の課

題である｡このような課題の解決には,何よりも

先ず人間の教育が必要である｡しかし,カントに

よれは,当時の家庭教育は必ずしも教育本来の使

命を果していなかった｡それ故に公的教育が見直

され,それに新たな照明が当てられた｡

｢一般に練達性の側面からだけではなく,公民

の資格という点から見ても,やはり公的教育のほ

うが家庭教育より有利なように思われる(4)｡｣公的

教育の担い手は国家である｡国家は公民に対して

一方では自由を保障し,他方では強制を与える｡

国家と公民との関係は自由と強制をめぐって展開

し,国家を構成する公民の教育にも自由と強制が

要求される｡｢教育の最大の問題の一つは,法則

的強制に服従することと,自分の自由を使用する

能力とを,どのようにして結合できるかというこ

とである(5)｡｣自由と強制という相反する二つの契

機を人間の陶冶において結合することが教育の最

も重要な課題である｡確かに教育においては個人

の自由は尊重されなければならない｡このことは

他者の自由を侵してはならないことを意味する｡

このことからして教育に強制も要請されるのであ

る｡人間は教育されなければならず,また教育さ

れ得る｡これが教育の前提である｡｢人間は教 育

されなくてはならない唯一の被造物である(6)｡｣こ

れがまさにカントの教育学の出発点である｡

人間が教育において成長することもまた教育の

前提である｡人間が成長するということは,国家

の立場からすれば,人間が初めから自由と強制の

もとにある公民としては存在しないことを意味す

る｡いかなる人間も先ず子どもとして存在する｡

われわれが子どもにおいて例えは品性の陶冶をす

る場合に,陶冶の対象になるのは公民の品性では

なく,あくまでも子どもの品性である(7)｡ 子ども

は教育を介して子どもから公民-と成長する｡人

間の成長段階に応じて教育はその内容 を異 にす

る｡すなわち ｢学課的陶冶が最も早く,また第-

の陶冶である｡なぜなら,怜帆はすべて練達性を

前提しているから｡怜仲ほ は,自己の練達 性 を

りっはに売りつける能力である｡道徳的陶冶は,

人間がみずから洞察すべき原則に基づくものであ

るかぎり,最後の陶冶である｡しかし,それが常

識に基づくものにすぎないかぎり,そもそもの最

初から,そして自然的教育においても即刻考慮さ

れねはならぬ｡さもなければ,とかくいろいろな

欠陥が根ざして,あとでは,どのような教育術も

無効になるからである｡練達性と怜帆 に 関 して

は,万事年齢に応じて行なわれなけれ ば な らな

い (8)｡｣

カントによれば,陶冶は四つの段階から成る｡

すなわち陶冶は(1)訓 練 (Disziplinierungod.

Disziplin)- (2)教化(Kultivierungod.Kul-

tur)- (3)開化 (Zivilisierung)- (4)徳 化

(Moralisierung) と進み,徳化をもって完成す

る(9)｡ 陶冶のこれら四つの段階は,彼が『人間学』

で論じた人間の素質と深いかかわりを有する的｡

更にまた人間の素質と彼の歴史観にみられる歴史

の発展段階とは密接な関連を有する的｡ カントの

教育論で特筆すべきことは,陶冶の四つの段階が

個としての人間ならびに類としての人 間 の発 展

と完成という点から論じられているという事実で

ある｡またカントが人倫の立場から人間を諭ずる

場合にも,その板底には教育に対する深い理解と

強い関心が秘められている｡彼は例えば次のよう

にいう｡｢(1)人間の粗野な自然性から,すなわ ち

動物性(quoadaclum 行為に関しては)から脱却

して,人間性- それによってのみ人間は自から

に目的を立てることができるのであるが- にま

で到るべくますます向上に努めるということ,人

間の無知を教えることによって補全し,人間の誤

謬を改善することは,人間にとって義務である｡

そしてこのことは,人間にとってただたんに技術

的一実践的理性によって彼の他の意図 (技巧の)

のために勧められるものではなく,むしろ遺徳的

一実践的理性がそれを彼に端的に命じ,彼の内に

宿る人間性にふさわしくあるように,この目的を

彼の義務とするのである｡(2)人間の意志の開拓を

高揚して最も純粋な徳の心情- すなわちそこで

はつまり法則が同時に彼の義務に適った行為の動

機になるのである- にまで向上させること,そ

して義務からしてその法則にしたがうこと,この

ことこそ内的なる道徳的一実践的完成 な の で あ
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る佃｡｣

人類の歴史をみた場合に,国家の成立は画期的

な出来事である｡国家においては人間は単なる個

人ではなく,むしろ公民である｡国家の成員とし

ての公民は国民と称される｡国民の法的属性につ

いては 『人倫の形而上学』で幾っかの規定がなさ

れている的｡ それらは20世紀の今日においてもな

お十分に法的批判に堪え得るものと思われる｡そ

れらの規定の依拠するところは何よりも先ず ｢自

由｣である｡

確かにカントの人間観の基調をなすものは自由

の概念である｡公民は相互に他者の自由を尊 重

し,自己自身は自由の主体である｡しかし,公民

といえども,そのおのおのは紛れもなく一個の生

活者である｡いかなる動物も生-の欲求を有する

ように,人間も一個の生活者としてほ生-の欲求

を有する｡人間は生を維持するには財を獲得しな

ければならない｡それには練達性が必要である｡

カントによれば ｢練達性とは,任意の目的すべて

に対してじゅうぶんな能力をもつことである純｡｣

それ故に練達性は極めて大きな教育的意 味 を も

つ｡国家の成員である国民は先ず一個の生活者と

して存在する｡それ故に人間が公民になる前提と

して練達性の形成は必要不可欠である｡練達性の

具体的な姿は技術とそれを駆使せる労働において

端的に現れる｡けだし練達性が人間の技術的素質

に深くかかわるからである｡教育を論ずる場合に

も労働の意義は大いに考察されなけれ ば な らな

い｡｢子どもが働くことを学ぶのは,きわめ てた

いせつなことである｡人間は働かなくてはならな

い唯一の動物である｡人間はたくさんの用意をす

ることによって,はじめて生計の資を得ることが

できるようになるのである咽｡｣子どもは働く習慣

を身につけなくてはならない｡そして労働-の傾

向性が教化されるのは学校においてである｡学校

は強制的教化の場所である咽.

カ ントにあってほ教育の二大契枚は自由と強制

である｡これら二つは互いに相反する性格をもち

ながら,教育においては常に統一された形で存在

する｡また,そうでなければならない｡すでに触

れたごとく学校は強制的教化の場所であり,そこ

で子どもがその意義を学ぶ労働もまた一種の強制

である｡とかく何事でも遊びと看なす傾向が子ど

もにみられるが,遊びと労働はおのずと異なるも

のである｡子どもの自主性や自由は大いに尊重さ

れなければならないが,彼らが社会的に未熟であ

るが故に,時には彼らに強制の意義を理解せしめ

なければならない｡

教化された人間は開化され,更に徳化されなけ

ればならない｡カソトはとりわけ徳化に大きな教

育的意義を認めた｡カソトの教育学においては陶

冶の過程がしばしば自由との関連で論じられてい

る｡訓練は,それが単に過失を防ぐという限りで

は,消極的な陶冶である｡ここでは人間にみられ

る原始的自然つまり動物的素質が問題 で あ る｡

｢訓練は,人間がその動物的衝動により,人間の

本分つまり人間性からそれることのないように予

防する｡訓練は,たとえば人間が粗野かつ軽率に

危険を冒すことがないよう,これを拘束しなくて

はならない｡したがって,訓育は消極的なものに

すぎず,つまり人間から野性を取 り除く行為であ

る附｡｣カントの論述からも明らかなごとく,訓練

は教育の最初の段階であり,したがって教育とし

てはすこぶる不完全な段階である｡｢それで訓 練

はその機能を主として,子ども自身にまだ分別が

ない最初の時期に果すのである的｡｣人間は自己自

身によって自己の行動の計画をたてなければなら

ない｡｢だが人間はすぐにそうはで きず,未開の

状態で生まれてくるのであるから,他の者が代わ

ってそれをしてやらなくてはならない伯｡｣人間は

とりわけ幼少時には他者の意志の影響を受けなが

ら成長するが,それでもなお自由を求めている｡

訓練は教育における受動的な部分をさすが,それ

とは対照的に徳化は教育のすこぶる自発的な部分

をさし,ここでは教育は自由との関連において問

題にされる｡

徳化は教育の最終的段階であり,教育の究極的

課題である｡徳化とは,理性に従って行為する習

慣を人間が身につけることである｡訓練と徳化と

は本質的に異なる｡徳化は先ず格率に基づかなけ

ればならない印｡ 徳化における第一の目的は品性

を樹立することにある｡品性とは,格率に従う行

為に熟達していることである糾. 徳化の可能性に

は,人間の自由意志の自発性が前提とされ て い

る｡自由意志の自発性と徳化は密接不可分の関係

にある｡カント倫理学の根本原理からすれば,前
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者は後者の存在根拠であり,後者は前者の認識根

拠である｡徳化は自己の自由意志に基づくもので

あり,他者の意志に基づき得ない｡徳化は自己陶

冶である｡

道徳の問題は心術の問題である｡われわれの行

為が道徳的であるゆえんは,何よりもその動校に

求められなければならない｡端的に義務の念から

なされる行為のみが道徳性を看する｡もとより義

務と強制とは異なるが,このことは教育における

強制の意義を無視するものではない｡教育という

観点からすれば,子どもは未熟者であり,それ故

に,彼らがやがて公民として公民的国家組織の構

成員になるには,その品性を陶冶しなければなら

ない｡カントによれは ｢子どもことに生徒の品性

には,まずなによりも従順が必要である｡これに

は二通りあって,第一は指導者の絶対的な意志に

対する従順であり,第二は指導者の理性的かつ善

と認められた意志に対する従職である田｡｣前者は

絶対的従順であり,後者は自発的従順 と称 され

る｡遵法の精神を養 う点において両者はいずれも

重要な意味をもつ｡けだし人間は公民的国家組織

において公民であろうとする限り,自己の屈する

共同体としての公民的国家組織の法に従わなけれ

ばならないからである｡法の遵守は自己の単なる

好みによるものではない｡人間が公民として生き

るためには,自己の好まざる法でも遵守しなけれ

ばならない場合がある｡このような場合に対する

心構えを子どもの時から養わなければならない｡

すでに触れたごとく教育の二大契按は自由と強

制である｡自由と強制とはおよそ相反するもので

あるが,広く陶冶の目的はまさにこの両者を結合

することにある｡次にカントの考えを要約してみ

よう｡- 児童の品性を陶冶する場合に,あらゆ

る事物に一定の法則が存在することを児童に認め

させるとともに,児童を法則のもとに立たせなけ

ればならない｡例えは学校教育において教師は総

ての児童に公平でなくてはならない｡もし公平を

欠いて特定の児童を偏愛すれば,教師自身が一般

的法則に反することになるからである｡児童を一

定の法則のもとに立たせ,教師自身も一 定 の法

則に従って教育活動を行うならは,公的教育は家

庭教育よりもはるかに勝っている的｡ 公的教育に

あっては,ひとは自己の力を測ることを習得し,

他者の権利によって自己が制約されていることを

学ぶのである朗｡

さて,カントは教育に関連してしばしば自由に

ついて語るが,この自由は 『純粋 理 性批 判』や

『実践理性批判』の先験的自由とはいささか趣を

異にする｡先験的自由は一つの理念である｡した

がってそれは経験のうちに現れるものではない｡

しかし,彼が教育学ないし教育論で語る自由は必

ずしも先験的自由ではない｡いな,むしろそこで

は自由は経験的なものとしてしばしば語られてい

る｡けだし教育学は教育という経験的営為を問題

にするからである｡カントが現実になされている

子どもの教育に閑適して説く自由は,他者との閑

適における自由である｡子どもを自由にさせてお

くことは,教育においては確かに重要であるが,

その自由は他者の自由を妨げるものであってはな

らない｡或る者の自由は他の者の自由と共存する

ものでなくてはならない｡このことを考 えあわ

せるならば,公的教育の方が私的教育に比べては

るかに勝っている｡教育においては総ての人間に

先ず自由が保障されていなければならない｡自由

が保障されてこそ総ての人間が平等であり得る｡

自由のもとにおいてのみ総ての人間は対等の人格

の所有者である｡公民的国家組織の構成員たる人

間は公民として対等の人格を有する｡学校という

組織も公民的国家組織との塀比において理解され

る｡大宇宙に対して小宇宙が考えられるごとく,

公民的国家組織との類比において学校は ｢小規模

の公民的国家組織餌｣ と称してもよいであろう｡

ところで,教育の目ざすところは人間における

自然を文化の状態-高めることにあるOもとより

ここでいう文化は最広義の文化である｡人間は自

らの内的原理によって自己を文化の状態へと促す

が,文化の状態に達するには,これのみでは末だ

不十分である｡カントは,人間を自然の状態から

文化の状態へと促すものを人間相互の関係のうち

にも求めた｡これがすなわちAntagonismusで

ある｡彼は人頬の歴史のうちに,人間の不和を通

じて和合を実現させようとする合目的 性 を認 め

た｡Antagonismusは非社交的であるが故に却

って社交性を求める｡Antagonismusは結局,

人間の非社交的社交性のことである糾｡ 人類の歴

史にみられる進歩の原理がAntagonismusに求
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められるように,公民的国家組織における進歩の

原理もまた Antagonismusに求められる｡カン

トは公民的国家組織との類比において公的教育を

理解する｡彼は家庭教育をその典型とする私的教

育よりも公的教育が優れているとしたが,両者の

相違は一つには Antagonismusの有無にかかわ

る｡公的教育における競争心が進歩の要因をなす

のである｡教育には適度な競争心が要求される｡

徳化は教育における最終の段階であるが,カント

によれば,私的教育はこれをゆるがせ に して き

た｡公的教育と私的教育との相違点の一つは徳化

の有無にある｡｢完全な公的教育とは,教授 と道

徳的陶冶の両者を結びつける教育である餌｡｣

公民には道徳的陶冶は欠くべからざるものであ

る｡道徳性の欠如する社会は不完全な社 会 で あ

る.ところが,カソトによれば ｢われわれは訓練

と教化と開化の時代に生きているが,まだまだ徳

化の時代に生きているとはいえない餌｡｣公民的国

家組織は公民の幸福のために道徳的陶冶を要求す

る｡道徳的陶冶に与る人間のみが公民たるに値す

る｡道徳的陶冶と公民とは不可分の関係にある｡

しかし,道徳的陶冶の実現は必ずしも容易ではな

い｡それを阻止するものが至る所に存在する｡道

徳的陶冶の障害となるものは取 り除かれなければ

ならない｡もしそうでなければ,道徳的陶冶の実

現はとうてい不可能であろう｡公的教育における

道徳的陶冶には長い歴史的経過が必要である｡道

徳的陶冶を含めて一般に公的教育の問題は国家の

歴史ないし民族の歴史の問題と深く関連する｡広

く一般に人類の歴史的発展は教育という面からも

考察される｡人頬の歴史は人間による人間の教育

の歴史である軸｡

公民的国家組織の発展は公民の教育に負うとこ

ろがすこぶる大である｡公民の教育で先ず問題に

なるのは公民の自由である｡国家が発 展 す るに

は,国家は公民の自由を承認しなけれ ば な らな

い｡国家の発展は第-に富の増大を意味する｡国

家が富を増大せしめようとするならは,国家は産

業の振興と発展を図らなければならない｡それに

は先ず公民の自由の東詔が必要である｡もとより

この自由は先験的自由ではない｡それは外的自由

である｡外的自由について,カントは 『人倫の形

而上学』で再三論述している｡さて,共同体の成

員はだれしも,共同体における身分階級のいかな

る段階に達することも許されていなけれ ば な ら

ず,いかなる者も自己の才能と勤勉と幸運によっ

てそれに達し得るのである的. 公民も,国家とい

う共同体との関係を離れてみるならば,それぞれ

一個の個人である｡個人の自由はあくまでも尊重

されなければならない｡カントの教育論の背後に

は類が予想されているが,現実になされる教育の

具体的対象は個人であり,私人 (Privatmann)

である｡｢すべての教化は私人に始まり,そこから

広がってゆくのである｡より広い傾向性をもち,

世界の福祉に関心を寄せ,未来のよりよき状態と

いう理念を感得する能力ある人々の努力によって

だけ,人間性がしだいにその目的に近づくことが

可能となるのである糾｡｣

カントによれば,当時の権力者には自己の意図

を国民が実現することを望むものもあり,国民が

自然界の一部にすぎないと看なされることもあっ

た｡このことに関連してカントは次の よ うに い

う｡｢その場合にも,せいぜいなお練達性は望 ま

れているわけであるが,それはただ臣民を自己の

意図のための道具として,ますますよく利用しう

るためである｡もちろん,私人もまず自然目的を

念頭に置かなくてほならないが,次はまた特に人

間性の発展をも念頭に置き,また練達性を備える

ばかりでなく礼節をも備えるよう心がけ,最も困

難なことではあるが,自分自身が到達したところ

よりも子孫を前進させようと努める,ということ

を心がけなくてほならないのである的｡｣公民がさ

まざまな職業で活躍するには確かに練達性は必要

である｡そして公民の繁栄と国家の富の増大とが

相即の関係にあるならば,このことは ま さ し く

国家の願 うところである｡しかし,教育はこの段

階で終ってはならない｡人間が徳化されること,

すなわち人倫にかなって人間性を展開することが

更に要求される｡教育は徳化をもって完成する｡

もし国家やその支配者が教育における徳化の重要

性を等閑に付するならば,公的教育の健全なる展

開は期待できないであろう｡徳化は公的教育の究

極的目標であり,一つの理念である｡およそ教育

活動が存在する限り,それには何らかの目標がな

ければならない｡教育は現在よりも,むしろ未来

を指向するものでなければならない｡｢子どもは
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単に人質の現在の状態だけにふさわしく教育され

るべきではなく,むしろ人炉の将来可能なよりよ

き状態にふさわしく,換言すれば,人間性の理念

とその全使命とにふさわしく教育されるべきであ

る的｣とカントはいう.

ところで,カントの倫理観によれは,道徳性と

幸福とは必ずしも一致しないが,幸福であるに値

するには,人は少なくとも遺徳性を行為の原理と

しなければならない｡道徳性と幸福とが直接に結

合しない故をもって,道徳性を断念し適法性に趨

ることがあってほならない｡教育という営為は確

かに経験的なものであり,教育の対象となる人間

もまた経験的な存在である｡しかし,それだから

といって教育の原理を経験のみに求めることがあ

ってはならない｡常に教育は高速な理想をもたな

ければならない｡｢教育の理論-の構想は, りっ

はな理想であるがたとえわれわれがそれをただち

に実現できなくても,さしつかえない｡たとえ,

それを実行してゆく場合障害が起こっても,われ

われはただちにその理念を幻想的と考え,それを

美しい夢とけなすことだけはしてはならない朗｡｣

もともと理念は経験の中にまだ存在しない完全性

の概念にはかならないからである軌)教育の日ざ

すところは人間の完全性でなければならない｡結

局,それは人間が内にもつ自然素質の完全なる展

開にはかならない｡

｢ともあれ人類はそれ自身が自己の幸福の創造

者であるべきだし,またあることができる｡しか

し人類がそうなるだろうということは,人穎にづ

いて私たちに知られている自然の素質からア ･プ

リオリに推論されるというものではない｡それは

むしろ経験と歴史とからしてつぎのごとき期待を

もって推論されるだけである｡すなわち,よりよ

いものに向かっての人類の前進に絶望するのでは

なく,あらゆる怜I利と道徳的模範とを もって し

て,この目標に (各人ができる限りにおいて)接

近することを促進するのに必要なだけの,根拠の

ある期待である印｡｣国家が完全なる公民的国家組

織へと発展する過程は教育という人間的営為の過

程と相即の関係にある｡教育がいかなる形態をと

るにせよ,その成果は歴史の過程において徐々に

現れる｡人類の進歩への教育成果の現れ方は極め

て緩慢である.現実になされる教育の対象は個で

あって類ではないが,しかし単なる個の完成が歴

史における教育の目標ではない.個の完成は類の

完成につながるものでなくてはならない｡教育は

類の完全性を目ざしてなされる｡個に関するいか

なる教育も茄の完全性につながるものでなくては

ならない｡カントが教育という場合に先ず念頭に

あったのは,理念としての,人類の教育である｡

この理念に導かれて具体的な教育が展開されるの

である｡歴史における教育が人類の教育として上

から下に向ってなされるといわれるのも,まさに

この意味においてであろう餌.

それでは教育という営為を推進するものはいっ

たい何であろうかo思うに人間は個としても類と

しても不完全性を免れ得ない｡この不完全性こそ

がまさに教育の推進力である｡およそ完全なるも

のには進歩はあり得ない｡停滞ないし衰退がある

のみである｡現実の人間は不完全であり,まさに

それ故に教育が存在するのである｡不完全とは,

可能性が末だ十分に開発されていないことの謂で

ある｡つまり,それは人間の自然素質が末だ十分

に展開されていないことを意味する｡カソトによ

れは,人間の自然素質には善への萌芽しか含まれ

ていない｡人間の自然素質に関して彼はすこぶる

楽天的である｡このことは,彼が絶大なる確信と

信頼を人間性に寄せていたことに由来するのであ

ろう｡彼は例えは次のようにいう｡｢よき教育こそ

は,まさに世界のすべての善が生ずるもととなる

ものである｡人間の中に潜む萌芽が,ますます発

展させられさえすればよいのである｡なぜなら,

人間の自然素質の中には,悪への根拠は兄いださ

れないからである｡自然を規則で終らないという

こと,それだけが悪の原因なのである｡人間の中

には善への萌芽だけが潜んでいるcg｡｣自然を規則

で縛らないことに悪の原因があるということは,

逆にいえば,教育にあっては人間の自然を規則の

もとにおかなければならないことを意味する｡カ

ントが教育における強制の重要性を説くのも,こ

の点から理解されなければならない｡教育とは人

間の自然を規則のもとにもたらし,それを征服す

ることである｡自然を征服することは文 化 で あ

る｡したがって教育は文化の一形態である｡それ

はまたあらゆる文化の源泉である｡
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